
■
矢
山　
武  

議
員

　
宿
泊
施
設
で
、
維
持
管

理
を
し
て
い
く
の
に
人
件

費
、
経
費
は
一
定
に
宿
泊

等
で
カ
バ
ー
で
き
る
の

か
、
運
営
の
考
え
方
は
。

●
企
画
課
長

　
自
治
会
の
中
に
宿
泊
施

設
部
を
設
け
て
、
将
来
は

法
人
化
も
視
野
に
、
旅
館

法
の
手
続
き
を
行
う
。

30
人
の
宿
泊
が
可
能
な
施

設
と
な
っ
て
い
る
。

　
経
費
は
当
面
、
人
件
費

を
除
い
て
、
利
用
料
相
当

額
は
委
託
料
で
払
う
計
画

で
あ
る
が
確
定
で
は
な

い
。

■
徳
光
義
昭  

議
員　

　
町
の
責
任
と
東
自
治
会

の
責
任
を
明
確
に
し
て
進

め
る
べ
き
だ
と
思
う
が
。

●
企
画
課
長

　
基
本
的
な
改
修
の
考
え

方
は
避
難
施
設
と
し
て
利

用
す
る
。

■
生
田
智
康  

議
員

　

事
故
が
発
生
し
た
場

合
、
そ
の
責
任
は
誰
が
と

る
の
か
。

●
企
画
課
長　

　
事
故
等
の
原
因
に
よ
っ

て
責
任
の
所
在
が
違
っ
て

く
る
。

■
岡
田
武
士  
議
員

　
旅
館
業
の
経
営
に
は
調

理
師
免
許
が
必
要
で
は
な

い
か
。
宿
泊
料
金
の
設
定

は
ど
う
か
。
上
水
道
が
引

い
て
あ
る
か
。

●
企
画
課
長

　
調
理
師
免
許
で
な
く
保

健
所
の
許
可
が
必
要
で
あ

●
企
画
課
長

　
町
の
方
針
と
し
て
、
必
要

経
費
は
法
定
管
理
費
と
し
、

人
件
費
は
現
在
持
ち
出
し
を

し
な
い
方
向
で
自
治
会
と
協

議
を
進
め
て
い
る
。

■
仲
行　
洋  

議
員

　
直
営
と
い
う
こ
と
を
初

め
て
こ
の
場
で
聞
い
た
。

人
件
費
を
出
さ
な
い
で
十

分
に
や
っ
て
い
け
る
の
か
。

●
企
画
課
長　

　
現
在
、
自
治
会
と
協
議

中
の
た
め
具
体
的
に
は
答

え
ら
れ
な
い
。

■
田
谷
幸
奏  

議
員

　
東
日
本
大
震
災
の
緊
急

避
難
施
設
と
い
う
こ
と
で
模

様
替
え
を
し
た
が
、
短
期
間

で
改
修
す
る
こ
と
が
果
た
し

て
い
い
の
か
。
費
用
対
効
果

を
検
討
さ
れ
た
か
。

る
。
宿
泊
料
金
は
、
設
置

管
理
条
例
で
設
定
さ
れ

る
。水
は
上
水
道
で
あ
る
。

■
新
原　
浩  

議
員

　
施
設
に
つ
い
て
の
有
形

効
果
に
つ
い
て
、
も
っ
と

具
体
的
な
説
明
が
必
要
。

●
企
画
課
長

　
十
分
認
識
し
て
い
る
。

■
福
田　
豪  

議
員

　
施
設
は
か
な
り
熱
源
を

必
要
と
す
る
。熱
源
対
策
は
。

●
建
設
課
長

　
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
で
対
応

す
る
。

　
工
事
請
負
契
約
の
締
結

に
つ
い
て
は
、
賛
成
多
数

で
可
決
し
た
。

 
　
工
　
事
　
請
　
負
　
契
　
約
　
の
　
締
　
結

旧
東
小
学
校
宿
泊
施
設
と
自
治
セ
ン
タ
ー
改
築
工
事
に
関
す
る
質
疑
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